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令和７年 第３回九重町農業委員会 議事録 

 

＜日 時＞：令和７年３月５日（水）１５：３０～ 

＜場 所＞：九重町役場  ２階 庁議室 

 

＜出席委員＞ 

農業委員 

  １番：穴井  勲    ３番：小田 稲次郎  ４番：佐々木 清和  ５番：佐々木 洋子 

  ６番：矢幡 陽子   ７番：佐藤 栄一  ８番：田吹 博史   ９番：仲摩 茂敏 

１０番：飯田 祥治朗 １１番：手島  政弘   

                                                             

推進委員 

１３番：森  眞一 １４番：野田 政春  １８番：熊谷 厚己 １９番：田中卓一郎 

２０番：時松美智雄  ２１番：佐藤  暁史 ２２番：佐藤 勉  ２３番：田吹 正利  

                                                             

 ＜事務局出席者＞ 

事務局：３名 

 

＜開会あいさつ（事務局）＞ １５時３０分～ 

 

＜委員出欠状況報告（事務局長）＞ 

   出席委員  （農業委員）：１０名 （農地利用最適化推進委員）：９名 

   欠席委員  （農業委員）： １名 （農地利用最適化推進委員）：４名 

  

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すいません。今回３月の議会中ということでですね、ちょっと時間を下

げさせていただきまして１５時３０分からの開会とさせていただきま

した。大変申し訳ございません。ありがとうございます。本体制でので

すね、最後の総会となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。座

って進めさせていただきます。 

本日は農業委員さん、１０名出席１名欠席ということで、矢方委員さん

の欠席ということで聞いております。あと、農地利用最適化推進委員さ

んでございますけれども、８名出席、４名欠席ということで、多田委

員、森委員、佐藤進太郎委員、そして高橋委員が欠席となっておりま

す。農業委員定数１１名に対して、農業委員の出席委員は１０名です。 

九重町農業委員会会議規則第七条の規定により、過半数を満たしてい
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議   長 

 

 

 

 

 

 

 

一 同 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

議   長 

るため、成立することを報告いたします。 

それではこれからの進行を、九重町農業委員会総会会議規則第五条の

規定により会長が総会の進行を行います。よろしくお願いいたします。 

（あいさつ） 

それでですね最初に皆さんにですね、ちょっとまたお願いでございま

すけど、携帯は必ずマナーモードか電源を消してください。それとです

ね。意見のある方は必ず挙手をして、自分の名前も言ってですね発言を

お願いします。くれぐれも私語を慎んでいただきたいと思いますんで。

よろしくお願いいたします。それではですね、議事録署名委員さんに、

４番委員さんと５番委員さんを指名いたします。異議はございません

か。 

はい。 

異議なしと認め、４番委員さんと５番委員さんを議事録署名委員にい

たします。それでは早速ですね。報告第６号、農地法第３条の３第１項

の規定による届け出について、事務局より説明をお願いいたします。 

議案書１ページ目をお開きください。農地法第３条の３第１項の規定

による届け出が１件ありましたので受理いたしました。これについて

は、ご一読ください。 

はい、ありがとうございました。続きまして２ページの報告第７号、 

農地法第１８条第６項の規定による届け出について事務局より説明を

お願いいたします。 

はい、議案書２ページ目をお開きください。 

農地法第１８条第６項の規定による届け出が２件ありましたので受理

しました。内容についてはご一読ください。 

はい、ありがとうございます。続いて３ページの報告第８号、農地法第

４条の規定による届け出について、事務局より説明をお願いいたしま

す。 

はい。農地法第４条の規定により届け出が１件ありましたので受理い

たしました。内容についてはご一読ください。 

はい、ありがとうございます。続いて早速、審議の方に入りたいと思い

ます。４ページの議案第１０号、農地法第３条の規定による許可申請に

ついて。事務局より説明をお願いいたします。 

はい、議案書４ページ目をお開きください。議案第１０号、農地法第３

条の規定による許可申請について。 

議案第１０号（番号１番～２番）を読み上げて説明。 

はい、ただいま事務局より説明がございました。では番号１番２番につ
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２３番委員 

議 長 

２３番委員 

議   長 

 

４ 番 委 員 

議   長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

議   長 

 

１９番委員 

 

議 長 

 

 

一 同 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

いてですねそれぞれ担当委員さんの方から説明をお願いいたします。

番号１番。 

はい。 

田吹さんお願いします。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい、ありがとうございました。続きまして番号２番。担当委員さん。

はい、佐々木さんお願いします。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい。ありがとうございました。 

番号１番２番についてですね今、担当委員さんの方から説明がござい

ました。この案件についてですね、何か質問等ある方は挙手して、また

発言をしてください。ありませんか。ないようでしたら賛成の方は挙手

をお願いいたします。はい、ありがとうございました全員賛成というこ

とで承認をいたします。続きまして５ページの議案第１１号、農業経営

基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について。所有権で

ございますけど、事務局より説明をお願いいたします。 

はい。議案書５ページ目をお開きください。議案第１１号、農業経営基

盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について（所有権）。 

議案第１１号（番号１番～２番）を読み上げて説明。 

ただいま事務局より説明がございました。番号１番についてですね、担

当委員さんの方から説明をお願いいたします。田中さんお願いします。 

はい、１９番田中です。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい、ありがとうございました。今、担当委員さんの方からですね、１

番２番について説明がございました。何か案件についてですね、質問の

ある方は挙手をしてまた発言をしてください。ありませんか。 

はい。 

ないようでしたら、議案１１号についてですね賛成の方は挙手をお願

いいたします。はい、ありがとうございました。全員賛成ということで

承認をいたします。続きましてですね、議案第１２号農業経営基盤強化

促進法に基づく農地利用集積計画の承認について。これは利用権でご

ざいますので事務局の説明は省略をいたします。議案がですね１４件

あります。番号１４番まであります。関係者がですね、２名おられま

す。○番委員と、○番委員さん。この方については一応審議が終わって

からですね、審議したいと思いますんで。よろしくお願いいたします。

それでは番号１番。また設定についてだけ担当委員さんの方から説明
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１４番委員 

議   長  

７ 番 委 員 

議   長 

 

２１番委員 

議 長 

１０番委員 

 

議   長 

 

７ 番 委 員 

 

議   長 

 

 

 

 

１４番委員 

議 長 

 

２０番委員 

議 長 

 

７ 番 委 員 

 

議 長 

 

２０番委員 

 

議 長 

 

８ 番 委 員 

議 長 

をお願いしたいと思いますんでよろしくお願いします。番号１番の担

当委員さん。野田さんお願いします。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい、ありがとうございました。続きまして番２番。７番佐藤さん。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい、ありがとうございました。続きまして、番号３番佐藤さんお願い

します。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい、ありがとうございました。続きまして番号４番。 

はい。１０番飯田です。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい、ありがとうございます。 

続きまして番号５番。佐藤さんお願いします。 

７番佐藤です。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい、ありがとうございました。続きましてですね、６番、７番はちょ

っとあとで審議をします。番号８番については再設定でございますけ

ど、これは誰が担当でございますかね。佐藤さんですかね。続いてです

ね。番号９番も設定でございます。番号９番の説明を担当委員さんの方

からお願いします１４番野田さんお願いします。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい、ありがとうございました。番号１０番は再設定でございますが、

担当委員さんはどなたになるんですかね。 

２０番の時松です。 

続きまして番号１１番。担当委員さんの説明をお願いいたします。 

はい、佐藤さんお願いします。 

７番佐藤です。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい、ありがとうございます。続いて番号１２番。時松さんお願いしま

す。 

２０番時松です。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい、ありがとうございます。続きまして番号１４番。田吹さんお願い

します。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい、ありがとうございました。一応ですね、番号を１番から６番７番
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８ 番 委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

議 長 

事 務 局 

 

 

６ 番 委 員 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

議 長 

 

 

を除いた１４番まで担当委員さんの方から説明がございました。何か

質問等ある方はですね、また挙手をしてお願いいたします。 

ありませんか。ないようでしたら、１番から１４番についてですね、賛

成の方は挙手をお願いいたします。はい。ありがとうございます。それ

ではですね、番号○番委員さんの案件に入りますんで、○○さんちょっ

と退席をお願いします。６番の担当委員さん。はい、田吹さんじゃお願

いします。 

８番です。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい。ありがとうございました。今担当委員さんの方からですね、説明

がございました。何か質問のある方は。はい。ないようでしたら、この

案件に対してですね、賛成の方は挙手をお願いいたします。はい。あり

がとうございました。全員賛成ということで承認をいたします。 

続きまして一応○○さんの方はですね、再設定ですけど一応まあ決ま

りは決まりです。退席をお願いします。もう再設定でございます。これ

おそらくもう、おそらくというか○○さんがですね、もう以前からピー

マンとして作られている状況でございます。場所はどこらへんになる

んやろうかね。 

場所はどこなのかなっていうと○○ですね。でも○○ってしています

ね。○○○○さんは○○ですけどね。 

ちょっと場所を直接、○○さんに聞こうかね。入ってもうろうていい。 

承認の時は出てもらわないといけないですけど説明は入ってもらって

いいです。 

場所の説明だけいいですか。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

わかりました。じゃあまたちょっと。行ったり来たりになりますけど規

則は規則ですね。賛成される方は承認を。ありがとうございました。全

員賛成ということで議案のですね、１番から１４番までは承認されま

した。それではですね、議案第１３号の非農地証明願についてですね、

事務局より説明をお願いいたします。 

議案書１０ページ目をお開きください。議案第１３号、非農地証明願い

について。 

議案第１３号（番号１番～２番）を読み上げて説明。 

はい、今ですね事務局より説明がございました。番号１番２番について

ですね、それぞれ担当委員さんの方から説明をお願いいたします。 

佐々木さんお願いします。 
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４ 番 委 員 

議 長 

 

７ 番 委 員 

 

議 長 

 

 

１０番委員 

 

 

７ 番 委 員 

１０番委員 

議 長 

９ 番 委 員 

 

１０番委員 

７ 番 委 員 

議 長 

７ 番 委 員 

１０番委員 

７ 番 委 員 

 

 

 

議 長 

 

１０番委員 

議   長 

１０番委員 

４ 番 委 員 

 

 

１０番委員 

４ 番 委 員 

 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい、ありがとうございました。続いて番号２番の説明をお願いいたし

ます。はい、佐藤さんお願いします。 

７番佐藤です。 

〔担当委員より現地調査の結果を報告〕 

はい。今番号１番と２番についてはですね、担当委員さんの方から説明

がございました。何かご質問のある方は、質問挙手をしてお願いいたし

ます。はい。飯田さん。 

１０番飯田です。この２番の○○○の○ですかね、一番下のこれの間に

田があるっちゅうか、その田もやっぱ作っちゃないでしょ。当然水が来

ないでしょ。その方も非農地申請したらどうですか。 

まだ出してないみたいですよね。 

そうですね。一つお願いしときます。 

はい。仲摩さん。 

ここは確か私の記憶では、先月の総会で○○○○さんの並びなんです

よね。あの並びと思います。 

ということはこのあたりもうずっと水量がないっちゅうことやね。 

ないです。 

もう水が来んから何も作れないっちことだね。 

はい。 

でも荒れとるんよね。 

今ですね、ちょっと上の山の人が木を切ったんで、木が出されたからち

ょっと草を切っていますけど。元々はもう全部荒れ放題で、ガラガラ石

が入っているんですね。土という土があまりないものですから。そのま

ま放置されたような状態です。 

道端でね、非常に条件はいいと思うけどね。はい、わかりました。もう

他になければですね。 

はい。いいですか。 

飯田さんどうぞ。 

一番の方の、この杉は何年ぐらい前になるんですか。 

もうこれだけ４０年にはもうなるんじゃないすか。こん中の方はね、中

ん方は小さい。外はもう見ての通り自分達の手ではもう抱き着けんく

らい大きい。こっちの方はまだ小さい。 

昔はやっぱ田んぼじゃったんでしょ。 

そこは田んぼだったんでしょう。私が○○に同級生がおってそこを通

って行く時にはね、そこにはもう木が植わっちょったごたる。出たけ
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議 長 

 

 

 

１０番委員 

 

 

議 長 

１０番委員 

 

事 務 局 

 

 

１０番委員 

 

議 長 

ど、あそこは田んぼだったんだろうかというような感覚ですね。 

もうけど面積的にはね、約７反ばかりね。もったいないね。はい、わか

りました。はい。他に意見はございませんか。ないようでしたら、２つ

の案件についてですね、賛成の方は挙手をお願いいたします。ありがと

うございました。全員賛成ということで。 

ちょっとこれ事務局に聞くけど、これを非農地にする時に何か一筆書

いてもらう。田んぼを山林にしていたら何か書いとかんと悪いんじゃ

ないと。 

始末書やろ。 

なんかちょっと書いてもらわんと。このままはいわかりましたっちゅ

う訳にはいかんじゃろ。 

まず、既にもう２０年経っているので、要件的にはそういうのはもう書

かなくて。時効というか非農地の要件として２０年というのがありま

す。 

２０年ね。わかった。みんな覚えとって、２０年経ったら書かんでいい

っち。 

わかりました。はい。一応これだけですね。すべての案件が終了いたし

ました。 

 

 

 

 


